
現行制度 新制度

法人の設立

公益性の判断

一体

※主務官庁
の判断

《社団法人・財団法人》

※主務官庁
の許可

《一般社団法人・一般財団法人》

法人の設立
※登記のみ
で設立

公益性の判断
※委員会の意
見に基づき行
政庁が認定

分離

《公益社団法人・公益財団法人》

社団法人 特例社団法人

一般社団法人
一般財団法人

公益社団法人

認可

認定

施行後５年間のうちに、
①申請しなかった場合
②認定又は認可を受け は、
なかった場合

解散したものとみなされる。

解散

公益法人制度改革

１ 関係法令の制定

（１） 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

（２） 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

（３） 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

関連三法

２ 改革の概要

３ 現行の公益法人の移行

現行制度 新制度

５年間の移行期間

経過措置

H20.12.1施行 H25.11.30まで

財団法人 特例財団法人 公益財団法人

○市第41号議案関連資料（横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正）

公
益
法
人

公
益
法
人

民法、宗教法人法の
一部改正


